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メンバー 職員 その他
☆ 生=通支援 (料理教室9回 )
罰ごはん・かきたま汁・マカロニサラダ・フルーツヨーグ′しト 4月 10日 障害者センター 2
蒙子・ 吾雨サラダ・卵スープ・水羊羮 5月8日 障害者センター 10 3
カポチヤコロッケ・赤玉恵サラダ・冷奴・フルーツヨーグルト 6月 12日 障害者センター 9 2 0
そうめん・茄子とピーマンの味噌炒め・珈I■ピリー 7月 10日 障害者センター 9 3

9月 13日 障害者センター 10 3
琶楊 |ず・ スパケ ッテイサラダ・ ジャガイモの味増汁 .さ つま手のマフ 1 10月 9日 障害者センター 3
きのこと豚バラの炊き込みご飯・ワンタンスープ・パすすヶ―キ 11月 13日 障害者センター 10 3
鮭と野沢菜のトリア・つみれスープ・フルーツヨーグルト 2月 12日 障害者センター 12 4
手巻き寿司 ,キ ャベツとベーコンの味噌汁・ ヨーグル ト 3月 12日 障害者センター 11 3
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4月 13日 松阪工作所 10 2
5月 11日 松阪工作所 10 2
6月8日 除阪工作所 13 3
7月 13日 松阪工作所 10

音楽療法・カラオケ 8月 10日 松阪工作所 11 2
9月 14日 松阪工作所 13 2
10月 12日 松阪工作所 13 2

音楽療法・ カラオケ
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11月 15日 松阪工作所 11 2
フ 12月 14日 松阪工作所 2

1月 11日 松阪工作所 12
2月8日 松阪工作所 16 2
3月8日 松阪工作所 14 2

合計 144 23 12
社 (9回 )

5月 23日 松阪工作所3F 16 7 27
_」並塑■立整翌 6月3日 ハートフル三雲 4 4
社会研修 (島羽マルシェ 。あしたば作業所施設見学) 6月 15日 鳥羽方面 16 5 5
__並の萱亜出E 8月 4日 よいほモール周辺 8 5 2

― コ ヨ22日 松阪工作所3F 13 6 19
― マ 9月 12日 松阪工作所3F 19 7 17

11月 3日 和田金通り 7 7 9
12月 16日 ハートフル三雲 0
2月 15日 鈴鹿方面 17 4 9

施設見:三箇摩 ′S、れあ百ェ房)~ 3月 22日 志摩市 10 6 4
ヽ
=上]|| 111 49 96

☆ 宗暇 ,舌勤 (7回 )
花見 4月 2日 鈴の森公園 23 8 7
仲間会(ポーセラーツ)湯のみ作り 10月 5日 松阪工作所 16 5 の

乙

運動会 12月 25日 第三小学校 14 =ア′ 7
1月 4日 御厨神社 19

~ア

′

1月 18日 サンパーク 15 6 2
5日 松阪工作所 22 3 7

音楽活動 (バイタリ松阪人ショー出演 ) みえこどもの城 6 3 3

合計 」 イ
「
ミ::∪ 39 29
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音楽療法・ カラオケ

音楽療法・ カラオケ ‐
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社会福祉法人フレンドグループホーム「らく～ね」平成30年度事業報告書

消防訓練 (年2回 ) 5月 1日 らく～ね 5 2 0

9月 21日 らく～ね 5 2

行事 実地日 場所 入居者 職員 その他

巻き寿司作り 6月 30日 らく～ね 5 3 2

松阪市出前講座 原始 `古代を体
験しよう(勾玉作り)

7月 7日 らく～ね 5 2 8

音楽会 9月 17日 らく～ね 3 3 45

原田とゆかいな仲間たち演奏会 10月 22日 らく～ね 4 2 11

五桂池動物園、風子祭 10月 28日 多気町 4 2 1

さつまいもとリンゴのパンケーキ、
ポトフ作り 11月 23日 らく～ね 5 3 1

クリスマス会 12月 7日 らく～ね 6 2 2

松阪市出前講座 箸作り 12月 8日 らく～ね 6 3 2

Bob&そ―てん演奏会 3月 7日 らく～ね 5 2 10



2018年度 (平成 30年度)相談支援事業所ふれんど 事業報告

1.事業開始年月日  平成 27年 6月 1日 開設

2.障がい者等が障害福祉サービスを利用する前にサービス利用等計画を作成、一定期間ごとにモニタリ
ングを行う等の支援。

障がい児に対しても通所支援を利用する前に障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリ

ングを行う等に支援.

(平成 18年 4月 、「障害者自立支援法」施行。その中で、障がいのある人々が必要とするサービスを

利用できるよう、サービスを利用するために仕組みを一元化し地域で受けられるようになった。なお、

現在は障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律「障害者総合支援法」と改正

されている)。

3.職員

管理者 (松阪工作所、らく～ね兼務)

相談支援専門員 (常勤専任)

事務 (会計)担当 (業務補佐)

相談室  1階和室

4.登録者数 (H31,3.28現在=60名 )内市外 2名 (伊勢市、津市)

継続サービス利用支援者数 97名

サービス利用者数 8名

5.障がい別利用者

精神 知的 身体 児童発達

40/71 8名 3名 9名

66.7% 13.3% 5% 15%

6.平成31年度 事業計画案
①サービス利用支援及び継続サービス支援の適正な実施

②各機関、相談支援事業所とは当然の連携

③研修会の参加

年代 ～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50ハシ59歳 60～69歳 70歳以上

名 9 7 12 9 14 5 3

% 15.3 11.9 20.3 15.3 23.7 8.4 5.0



登録者男女年代別

・大人

・児童

・過し方

松阪工作所 グ
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フ・ホームらく～ね 他施設等
田
フフ 16 12

女
Ｆ
／ 2 15

10+ヽ 20 ft 30代 40代 50代 60代 70代 合計

田
フフ

‘４
ェ 4 7 10 3 29

女 4 （Ｘ
∪ 4 4 2 24

4歳 5歳 6歳 8歳 11歳 合計

田
フフ 2 4

女 2 4


